
 
前橋市測量、建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査要領 

 

  （趣旨） 

第１条  この要領は、前橋市が発注する測量、建設コンサルタント業務等に係る一般競

争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）の参加資格の審査について、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 市内業者とは、前橋市内に本店を有する者をいう。 

(2) 準市内業者とは、次の要件をすべて満たしている者をいう。 

 ア 常時契約を締結する事務所として、前橋市内に支社、支店、営業所等（以下「営

業所」という。）を有している者であること。 

イ 前橋市の法人市民税の課税対象者であること。 

    ウ 営業所の従業員数が５０名以上の者であること。 

   エ ３０年以上継続して前橋市内に営業所を設置している者であること。 

 (3) 市外業者とは、前各号に該当しない者をいう。 

（業種区分及び等級区分） 

第３条  測量、建設コンサルタント業務等の業種区分及び等級区分は、次のとおりとす

る。 

業種区分 等級区分 

測量  Ａ 、Ｂ 

建築関係建設コンサルタント業務  Ａ 、Ｂ 

（資格審査） 

第４条  令和６・７年度に前橋市が発注する測量、建設コンサルタント業務等に係る一

般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格等について（令和５年前橋市

告示第６６９号）の定めるところにより、測量、建設コンサルタント業務等の競争入

札参加資格（以下「入札参加資格」という。）の審査を申請した者について、入札参

加を希望する業種区分ごとに、次の各号に掲げる事項について審査をし、入札参加資

格の認定を行うものとする。 

  (1) 別表第１の資格基準を満たしていること。 

  (2) 入札参加を希望する業種区分について、相当の実績を有していること。 

２ 前項の規定により認定を受けた者（以下「有資格者」という。）において、市長が

必要と認めた者については、指定した期間内に市長が必要と認めた書類等を提出させ

資格の再確認を行うものとする。 

３ 有資格者は、一度審査を受けた業種区分について、合併や事業譲渡等の場合を除き、



その資格の有効期限内において再度審査を受けることはできないものとする。 

（市内業者等に係る等級の決定） 

第５条  有資格者のうち、市内業者及び準市内業者については、次に掲げる事項の審査

をし、第３条に規定する業種区分に係る入札参加資格の認定を行ったときは、当該業

種区分の等級を決定するものとする。 

(1) 業種区分ごとの年間平均実績高 

(2) 自己資本額 

(3) 業種区分ごとの有資格者の数 

(4) 営業年数 

(5) 建築関係建設コンサルタント業務については、建築士事務所の構造設計一級建築士

及び設備設計一級建築士の所属の状況 

(6) 申請する業種に該当するＩＳＯ９０００シリーズ、ＩＳＯ１４０００シリーズ及

びエコアクション２１の認証取得の状況 

(7) 障害者雇用の状況 

(8) インターンシップ受入れの実施の状況 

(9) ワーク・ライフ・バランス等推進の状況 

(10) 消防団協力事業所の登録状況 

(11) 指名停止等の状況 

(12) 防災活動の状況 

(13) 若手・女性技術者の雇用状況 

(14) 地域貢献の活動の状況 

(15) 再犯の防止等への取組み状況 

 （等級の決定の方法） 

第６条 前条の規定する等級は、次条に定めるところにより算定する総合点数を、別表

第２の格付基準に対応させて決定するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該業種区分に対して初めて等級を付すときは、同項の規

定により決定するべき等級よりも１級下位の等級（該当する等級がない場合を除く。）と

するものとする。 

（総合点数の算定方法） 

第７条  総合点数は、第５条第１項各号に規定する事項について、別表第３に定めると

ころにより算定した点数を次の算式によって計算した値とする。 

    算 式 

総合点数＝３×(1)＋(2)＋５×(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)＋(8)＋(9)＋(10)＋(1

1)＋(12)＋(13)＋(14)＋(15)  

  （その他） 



第８条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成１５年１２月１日から施行し、平成１６年度以後の競争入札に参加

する者に必要な資格の審査から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成１７年１２月１日から施行し、平成１８年度以後の競争入札に参加

する者に必要な資格の審査から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成２０年１月７日から施行し、平成２０年度以後の競争入札に参加す

る者に必要な資格の審査から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年３月１９日から施行し、平成２１年度以後の競争入札に参加

する者に必要な資格の審査から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２３年１１月２４日から施行し、平成２４年度以後の競争入札に参

加する者に必要な資格の審査から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年１月２７日から施行し、平成２６年度以後の競争入札に参加

する者に必要な資格の審査から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２７年１１月２４日から施行し、平成２８年度以後の競争入札に参

加する者に必要な資格の審査から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成２９年１１月２日から施行し、平成３０年度以後の競争入札に参加

する者に必要な資格の審査から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和元年１１月１１日から施行し、令和２年度以後の競争入札に参加す

る者に必要な資格の審査から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和３年１１月１０日から施行し、令和４・５年度の競争入札に参加す

る者に必要な資格の審査から適用する。 

附 則 

 この要領は、令和５年１１月１日から施行し、令和６・７年度の競争入札に参加する



者に必要な資格の審査から適用する。 

 

 



別表第１（第４条関係） 
資格基準 

業種区分 部門 必要とする営業に関

する登録 

必要とする技術者 

測量 測量一般 測量法（昭和２４年法

律第１８８号）による

測量業者としての登録 

測量法による測量士の登録を受けている者 
地図の調整 
航空測量 

建築関係建設コン

サルタント業務 

建築一般 建築士法 (昭和２５

年法律第２０２号)

による建築士事務所

の登録 

建築士法による１級建築士の免許を受けている者 

意匠 
構造 
暖冷房 
衛生 
電気 
建築積算 
機械積算 
電気積算 
工事監理（建築） 
工事監理（電気） 
工事監理（機械） 
調査 
耐震診断 
地区計画及び地域計画 

土木関係建設コン

サルタント業務 

河川、砂防及び海

岸・海洋 

 技術士法(昭和５８年法律第２５号)による第２次試験のうち技術部門を

建設部門（選択科目を河川、砂防及び海岸・海洋とするものに限る。）

若しくは総合技術監理部門（選択科目を建設一般並びに河川、砂防及び

海岸・海洋とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登録を

受けている者又は建設業法（昭和２４年法律第１００号）による技術検定の

うち検定種目を１級の土木施工管理とするものに合格した者 

港湾及び空港  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を港湾

及び空港とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を建設

一般並びに港湾及び空港とするものに限る。）とするものに合格し、同

法による登録を受けている者 

電力土木  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を電力

土木とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を建設一般

及び電力土木とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登

録を受けている者 

道路  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を道路

とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科目を建設一般

及び道路とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登録を

受けている者又は建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木

施工管理とするものに合格した者 

鉄道  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を鉄道

とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を建設一般及び

鉄道とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登録を受け

ている者 

上水道及び工業用水

道 

 技術士法による第２次試験のうち技術部門を上下水道部門（選択科目を

上水道及び工業用水道とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門

（選択科目を上下水道一般並びに上水道及び工業用水道とするものに限

る。）とするものに合格し、同法による登録を受けている者又は建設業



法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管理とするものに合

格した者 

下水道  技術士法による第２次試験のうち技術部門を上下水道部門（選択科目を

下水道とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科目を上

下水道一般及び下水道とするものに限る。）とするものに合格し、同法

による登録を受けている者又は下水道法施行令（昭和３４年政令第１４

７号）第１５条に規定する資格を有する者 

農業土木  技術士法による第２次試験のうち技術部門を農業部門（選択科目を農業

土木とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科目を農業

一般及び農業土木とするものに限る。）とするものに合格し、同法によ

る登録を受けている者又は建設業法による技術検定のうち検定種目を１

級の土木施工管理とするものに合格した者 

森林土木  技術士法による第２次試験のうち技術部門を森林部門（選択科目を森林

土木とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科目を森林

一般及び森林土木とするものに限る。）とするものに合格し、同法によ

る登録を受けている者又は建設業法による技術検定のうち検定種目を１

級の土木施工管理とするものに合格した者 

 水産土木  技術士法による第２次試験のうち技術部門を水産部門（選択科目を水産

土木とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を水産一般

及び水産土木とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登

録を受けている者 

造園  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を都市

及び地方計画とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科

目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る。）とするもの

に合格し、同法による登録を受けている者又は建設業法による技術検定

のうち検定種目を１級の造園施工管理とするものに合格した者 

都市計画及び地方計画  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を都市

及び地方計画とするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科

目を建設一般並びに都市及び地方計画とするものに限る。）とするもの

に合格し、同法による登録を受けている者、建築士法による１級建築士

の免許を受けている者で、当該免許を受けた後都市計画及び地方計画部

門に係る業務に関し５年以上の実務の経験を有するもの又は土地区画整

理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画整理士技術検定に合

格した者 

地質  技術士法による第２次試験のうち技術部門を応用理学部門（選択科目を

地質とするものに限る。）又は総合技術監理部門選択科目を応用理学一

般及び地質とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登録

を受けている者 

土質及び基礎  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を土質

及び基礎とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を建設

一般並びに土質及び基礎とするものに限る。）とするものに合格し、同

法による登録を受けている者 

鋼構造及びコンクリ

ート 

 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を鋼構

造及びコンクリートとするものに限る。）若しくは総合技術監理部門（選

択科目を建設一般並びに鋼構造及びコンクリートとするものに限る。）

とするものに合格し、同法による登録を受けている者又は建設業法によ

る技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管理とするものに合格した者 

トンネル  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目をトン

ネルとするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を建設一般

及びトンネルとするものに限る。）とするものに合格し、同法による登



録を受けている者 

施工計画、施工設備

及び積算 

 技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を施工

計画、施工設備及び積算とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選

択科目を建設一般並びに施工計画、施工設備及び積算とするものに限

る。）とするものに合格し、同法による登録を受けている者 

建設環境  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を建設

環境とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を建設一般

及び建設環境とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登

録を受けている者 

機械  技術士法による第２次試験のうち技術部門を機械部門（選択科目を機械

設計、材料力学、機械力学・制御、動力エネルギー、熱工学、流体工学、

交通・物流機械及び建設機械、ロボット又は情報・精密機器とするもの

に限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を機械一般並びに機械設計、

材料力学、機械力学・制御、動力エネルギー、熱工学、流体工学、交通・

物流機械及び建設機械、ロボット又は情報・精密機器とするものに限る。）

とするものに合格し、同法による登録を受けている者 

電気電子  技術士法による第２次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術

監理部門（選択科目を電気電子一般及び発送配変電、電気応用、電子応

用、情報通信又は電気設備とするものに限る。）とするものに合格し、

同法による登録を受けている者 

廃棄物  技術士法による第２次試験のうち技術部門を衛生工学部門（選択科目を

廃棄物管理とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を衛

生工学一般及び廃棄物管理とするものに限る。）とするものに合格し、

同法による登録を受けている者 

地質調査業務 地質調査  技術士法による第２次試験のうち技術部門を建設部門（選択科目を土質

及び基礎とするものに限る。）、応用理学部門（選択科目を地質とするもの

に限る。）若しくは総合技術監理部門（選択科目を上記各部門の選択科

目とするものに限る。）とするものに合格し、同法による登録を受けて

いる者、一般社団法人全国地質調査業協会連合会の行う地質調査技士資

格検定試験に合格し、登録を受けている者、地質調査業者登録規程（昭

和５２年建設省告示第７１８号）第３条第１号イ若しくはロに規定する

者又は建設業法による技術検定のうち検定種目を１級の土木施工管理と

するものに合格した者 

補償関係コンサル

タント業務 

土地調査 希望部門に対応する部

門に係る補償コンサル 
タント登録規程（昭和 
５９年建設省告示第１ 
３４１号）第２条の規

定による登録 

 

不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）による不

動産鑑定士の登録を受けている者、土地家屋調査士法（昭和２５年法律

第２２８号）による土地家屋調査士の登録を受けている者、司法書士法

（昭和２５年法律第１９７号）による司法書士の登録を受けている者、

一般社団法人日本補償コンサルタント協会の付与する補償業務管理士の

資格を有し、登録を受けている者又は補償コンサルタント登録規程第３

条第１号イ若しくはロに規定する者 

土地評価 

物件 

機械工作物 

営業補償・特殊補償 

事業損失 

補償関連 

総合補償 
  
  注 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）第３条第１号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた者は、当該認  

定を受けた登録部門に対応するこの表の土木関係建設コンサルタント業務の部門において必要とする技術者のうち、技術士法による第２次試  

験に合格し、同法による登録を受けている者（総合技術監理部門を除く。）と同等の資格を有する者とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 



別表第２（第６条関係） 

格付基準 
             等級 

業種区分 
Ａ Ｂ 

測量  １８０点以上  １８０点未満 

建築関係建設コンサルタント業務  １８０点以上  １８０点未満 

                   

別表第３（第７条関係） 

主観的事項の評点方法 

項目 評点方法 

(1)業種区分別年間平均

実績高評点 

審査基準日の直近２営業年度の業種区分ごとの年間平均実績高の金額に

応じ、下表に掲げる点数とする。 

業種区分別年間平均実績高 点数 

 2億8,700万円以上  ３０ 

 2億5,300万円以上 2億8,700万円未満  ２９ 

 2億2,200万円以上 2億5,300万円未満  ２８ 

 1億9,400万円以上 2億2,200万円未満  ２７ 

 1億6,800万円以上 1億9,400万円未満  ２６ 

 1億4,500万円以上 1億6,800万円未満  ２５ 

 1億2,500万円以上 1億4,500万円未満  ２４ 

 1億 600万円以上 1億2,500万円未満  ２３ 

   9,000万円以上 1億  600万円未満  ２２ 

    7,600万円以上    9,000万円未満  ２１ 

    6,300万円以上    7,600万円未満  ２０ 

    5,200万円以上    6,300万円未満  １９ 

    4,200万円以上    5,200万円未満  １８ 

    3,400万円以上    4,200万円未満  １７ 

    2,700万円以上    3,400万円未満  １６ 

    2,100万円以上    2,700万円未満  １５ 

    1,600万円以上    2,100万円未満  １４ 

    1,200万円以上    1,600万円未満  １３ 

      900万円以上    1,200万円未満  １２ 

      600万円以上      900万円未満  １１ 

      400万円以上      600万円未満  １０ 

      300万円以上      400万円未満    ９ 

      150万円以上      300万円未満    ８ 

      100万円以上      150万円未満    ７ 

       50万円以上      100万円未満    ６ 

                        50万円未満    ５ 

  



(2)自己資本額評点 審査基準日の直近の営業年度の決算における自己資本額を年間平均実績

高で除し、１００を乗じて得た数値（下表において「自己資本額数値」とい

う。）に応じ、下表に掲げる点数とする。 

自己資本数値 点数  自己資本数値 点数 

 ２１以上  ３０   ８以上  ９未満  １８ 

 １７以上 ２１未満  ２９   ７以上  ８未満  １６ 

 １６以上 １７未満  ２８   ６以上  ７未満  １４ 

 １４以上 １６未満  ２７   ５以上 ６未満  １２ 

 １３以上 １４未満  ２６   ４以上 ５未満  １０ 

 １２以上 １３未満  ２５   ３以上 ４未満    ８ 

 １１以上 １２未満  ２３   ２以上 ３未満    ７ 

 １０以上 １１未満  ２２   １以上 ２未満    ５ 

  ９以上 １０未満  ２０   ０以上 １未満    ４ 

  

(3)有資格者数評点 審査基準日時点において、別表第４の有資格者の欄の左欄に掲げる者の数

に５を、同表の有資格者の欄の中欄に掲げる者の数に２を、同表の有資格者

の欄の右欄に掲げる者の数に１をそれぞれ乗じて得た数値を合計した数値

（次の表において「有資格者の合計数値」という。）に応じ、下表に掲げる

点数とする。 

有資格者の合計数値 点数  有資格者の合計数値 点数 

 １４０以上  ３０     ２７以上  ３１未満  １６ 

 １２８以上 １４０未満  ２９     ２２以上  ２７未満  １５ 

 １１７以上 １２８未満  ２８     １９以上  ２２未満  １４ 

 １０６以上 １１７未満  ２７     １５以上  １９未満  １３ 

   ９６以上 １０６未満  ２６     １２以上  １５未満  １２ 

  ８６以上  ９６未満  ２５     １０以上  １２未満  １１ 

   ７８以上  ８６未満  ２４       ８以上  １０未満  １０ 

   ６９以上  ７８未満  ２３       ６以上   ８未満    ９ 

   ６２以上  ６９未満  ２２       ４以上   ６未満    ８ 

   ５５以上    ６２未満  ２１                       ３    ７ 

   ４８以上  ５５未満  ２０                       ２    ６ 

   ４２以上  ４８未満  １９                       １    ４ 

   ３６以上  ４２未満  １８                       ０    ０ 

   ３１以上  ３６未満  １７    

  

(4)営業年数評点 審査基準日までの営業年数に応じ、下表に掲げる点数とする。 

営業年数 点数  営業年数 点数 

 ４０年以上  ３０   １９年以上 ２１年未満  １９ 

 ３９年以上 ４０年未満  ２９   １７年以上 １９年未満  １８ 



 ３６年以上 ３９年未満  ２８   １５年以上 １７年未満  １７ 

 ３４年以上 ３６年未満  ２７   １４年以上 １５年未満  １６ 

 ３２年以上 ３４年未満  ２６   １２年以上 １４年未満  １５ 

 ３０年以上 ３２年未満  ２５   １０年以上 １２年未満  １４ 

 ２８年以上 ３０年未満  ２４     ８年以上 １０年未満  １３ 

 ２６年以上 ２８年未満  ２３     ６年以上  ８年未満  １２ 

 ２４年以上 ２６年未満  ２２     ３年以上  ６年未満  １１ 

 ２２年以上 ２４年未満  ２１     １年以上  ３年未満  １０ 

 ２１年以上 ２２年未満  ２０    

  

(5)建築士事務所の構造

設計一級建築士及び

設備設計一級建築士

の所属の状況評点

（建築関係建設コン

サルタント業務の

み） 

(ｱ) 審査基準日時点において、建築士法による構造設計一級建築士が所属す

る場合は５点とし、有資格者が複数人いる場合の重複加点は行わない。 

(ｲ) 審査基準日において、建築士法による設備設計一級建築士が所属する場

合は５点とし、有資格者が複数人いる場合の重複加点は行わない。 

(6)ＩＳＯ９０００シリ

ーズ、ＩＳＯ１４０

００シリーズ及びエ

コアクション２１の

認証取得の状況評点 

(ｱ) 審査基準日時点において、申請する業種に該当するＩＳＯ９０００シリ

ーズの認証を取得している者は５点とする。 

(ｲ) 審査基準日時点において、申請する業種に該当するＩＳＯ１４０００シ

リーズの認証を取得している者は５点とする。 

(ｳ) 審査基準日時点において、申請する業種に該当するエコアクション２１

の認証を受けている者は３点とする。 

※(ｲ)と(ｳ)の両方に該当する場合は、(ｲ)を加点対象とし、重複加点は行わ

ない。 

(7)障害者雇用状況評点 審査基準日時点において、雇用する身体障害者、知的障害者及び精神障害

者（以下「身体障害者等」という。）の数を、その雇用する労働者（身体障

害者等を除く。）の数で除して得た割合が、障害者の雇用の促進等に関する

法律（昭和３５年法律第１２３号）第４３条第１項の障害者雇用率以上の場

合は５点とする。 

(8)インターンシップ受

入れの実施評点 

審査基準日の前日までの２か年において、インターンシップの受入れを行

った者は２点とする。 

(9)ワーク・ライフ・バ

ランス等推進の状況

評点 

（(ｱ)から(ｳ)につい

ては、最も高い点数

を加点対象とし、本

(ｱ) 審査基準日時点において、女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）に基づ

く認定（えるぼし認定）を受けている場合は、下表に掲げる認定区分に応じ

た点数とする。 

(ｲ) 審査基準日時点において、次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律

第１２０号。以下「次世代法」という。）に基づく認定（くるみん認定）を



評点が１０点を超え

る場合は１０点とす

る。） 

受けている場合は、下表に掲げる認定区分に応じた点数とする。 

(ｳ) 審査基準日時点において、群馬県が運営する「いきいきＧカンパニー認

証制度」を受けている場合は、下表に掲げる認定区分に応じた点数とする。 

(ｴ) 審査基準日時点において、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和４

５年法律第９８号。以下「若者雇用促進法」という。）に基づく認定（ユー

スエール認定）を受けている場合は、下表に掲げる点数とする。 

(ｵ) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）に沿った

制度を就業規則（作成する義務のない者は独自のもの）に定め、審査基準日

の前日までの２か年で活用実績のある場合は、下表に掲げる点数とする。 

(ｶ) 審査基準日時点において、まえばしウエルネス企業として登録している

場合は、下表に掲げる点数とする。 

 

評価項目 認定区分 配点案 

ワーク・ラ

イフ・バラ

ンス等の推

進状況 

女性活躍推進法に基づく認定

（えるぼし認定企業） 

行動計画※１ ２点 

１段階目※２ ３点 

２段階目※２ ４点 

３段階目 ５点 

プラチナ ６点 

次世代法に基づく認定（トラ

イくるみん、くるみん、プラ

チナくるみん認定企業） 

トライくるみん ３点 

くるみん ３点 

プラチナ ４点 

いきいきＧカンパニー認証制

度 

ベーシック １点 

ゴールド ２点 

若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定

企業） 

４点 

育児・介護休業法に沿った制度を就業規則（作成

する義務のない者は独自のもの）に定め制度を活

用している 

２点 

まえばしウエルネス企業登録 １点 

※１ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業

主（常時雇用する労働者の数が３００人以下のもの）に限る（計画期間

が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。 

※２ 労働時間等の働き方に係る基準は満たしていること。 

(10)消防団協力事業所

の登録状況評点 

審査基準日時点において、前橋市消防団協力事業所表示証交付整理簿に登

録されている場合は５点とする。 

(11)指名停止等の状況

評点 

審査基準日の直近の５か年度において、前橋市建設工事等業者指名停止措

置要綱（平成６年３月２９日伺定め）の規定により、指名停止、文書又は口

頭注意を受けた案件ごとに次の算式によって算定した点数の合計点とする。 



算 式 

「指名停止件数」×「－１０点」＋「指名停止日数」×「－０．５点」

＋「文書又は口頭注意件数」×「－５点」 

(12)防災活動の状況評

点 

(ｱ) 審査基準日時点において、前橋市と「災害時における応急対策活動に関

する協定」を締結している場合は４点とする。 

(ｲ) 前橋市防災協力事業所の登録をしている場合は４点とする。 

(13)若手・女性技術者の

雇用状況評点 

（本評点が１０点

を超える場合は１

０点とする。） 

(ｱ) 技術者経歴書に記載されている技術者を対象とし、審査基準日時点にお

いて、満３０歳以下の技術者を１名雇用している場合は２点、複数雇用して

いる場合は５点とする。 

(ｲ) 審査基準日時点において、女性技術者を１人雇用している場合は２点、

複数雇用している場合は５点とする。 

(14)地域貢献の活動の

状況評点 

審査基準日時点において、前橋市とネーミングライツスポンサー契約して

いる場合は５点とする。 

(15)再犯の防止等への

取組み状況評点 

(ｱ) 審査基準日時点において、協力雇用主として前橋保護観察所に登録

している場合は２点とする。 

(ｲ)審査基準日の前日までの２か年において、保護観察又は更生緊急保護

の対象者を３か月以上雇用した場合は２点とする。 



別表第４（第７条関係）                                    

区分 有資格者 

測 量 ○ 測量法による測量士の登

録を受けている者 

○ 測量法による測量士補の登録

を受けている者（測量士の登録

を受けている者を除く。） 

 

建築関係

建設コン

サルタン

ト業務 

○ 建築士法による１級建築

士の免許を受けている者 

○ 建築士法による２級建築士の

免許を受けている者（１級建築

士の免許を受けている者を除

く。） 

○ 建築士法施行規則(昭和２５

年建設省告示第３８号)第１７

条の２１の建築設備士登録を受

けている者 

○ 公益社団法人日本建築積算

協会の行う建築積算資格者試

験に合格し、登録を受けてい

る者 

土木関係

建設コン

サルタン

ト業務 

○ 技術士法による第２試験

のうち技術部門を機械部門

（選択科目を機械設計、材料

力学、機械力学・制御、動力

エネルギー、熱工学、流体工

学、交通・物流機械及び建設

機械、ロボット又は情報・精

密機器とするものに限る。）、

電気電子部門、建設部門、上

下水道部門（選択科目を上水

道及び工業用水道若しくは

下水道とするものに限る。）、

衛生工学部門（選択科目を廃

棄物管理とするものに限

る。）、農業部門選択科目を

農業土木とするものに限

る。）、森林部門（選択科目

を森林土木に限る。）、水産

部門（選択科目を水産土木に

限る。）、応用理学部門（選

択科目を地質とするものに

限る。）とするものに合格し、

又は総合技術監理部門（選択

科目を上記各部門の選択科

目（記載のない部門はすべて

の選択科目）とするものに限

る。）に合格し、同法による

登録を受けている者 

○ 建設業法による技術検定のう

ち検定種目を１級の土木施工管

理又は１級の造園施工管理とす

るものに合格した者○ 日本下

水道事業団法（昭和４７年法律

第４１号）による技術検定のう

ち、第１種技術検定に合格した

者 

○ 土地区画整理法による土地区

画整理士技術検定に合格した者 

○ 計量法（平成４年法律第５１

号）による計量士（環境計量士

（濃度関係）及び環境計量士（騒

音・振動関係）に限る。）の登

録を受けている者 

○ 電気事業法（昭和３９年法律

第１７０号）による第１種電気

主任技術者免状の交付を受けて

いる者 

○ 電気通信事業法（昭和５９年

法律第８６号）による第１種伝

送交換主任技術者資格者証の交

付を受けている者及び線路主任

技術者資格者証の交付を受けて

いる者 

○ 一般社団法人建設コンサルタ

ンツ協会の行うＲＣＣＭ資格試

験に合格し、登録を受けている

者 

○ 建築業法による技術検定の

うち検定種目を２級の土木施

工管理とするものに合格した

者（１級の土木施工管理とす

るものに合格した者を除く。） 

○ 日本下水道事業団法による

技術検定のうち、第２種技術

検定に合格した者（第１種技

術検定に合格した者を除く。） 

地質調査

業務 

○ 技術士法による第２次試

験のうち技術部門を建設部

門（選択科目を土質及び基礎

とするものに限る。）若しく

は応用理学部門（選択科目を

地質とするものに限る。）と

するものに合格し、又は総             

合技術監理部門（選択科             

目を上記各部門の選択科目

とするものに限る。）に合格

○ 一般社団法人全国地質調査業

協会連合会の行う地質調査技士

資格検定試験に合格し、登録を

受けている者 

 



し、同法による登録を受けて

いる者 

補償関係

コンサル

タント業

務 

 ○ 不動産の鑑定評価に関する法

律による不動産鑑定士の登録を

受けている者 

○ 土地家屋調査士法による土地

家屋調査士の登録を受けている

者 

○ 司法書士法による司法書士の

登録を受けている者 

○ 一般社団法人日本補償コンサ

ルタント協会の付与する補償業

務管理士の資格を有し、登録を

受けている者 

 

 


